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和歌山県消費生活センター紀南支所
【相談ダイヤル】0739-24-0999
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　　　　　　（土・日・祝日、年末年始は休み）

和歌山県消費生活センター
【相談ダイヤル】073-433-1551
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　土・日　10：00～16：00（電話相談のみ）

　　　　　　（祝日、年末年始は休み）

和歌山県消費生活センター

【事務ダイヤル】（073）402-0159 FAX（073）433-3904 【事務ダイヤル】（0739）24-2780 FAX（0739）26-7943

〒640-8319　和歌山市手平２丁目１－２
  　　　　　　　県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８階

和歌山県消費生活センター紀南支所
〒646-0027　田辺市朝日ヶ丘23番1号
　　　　　　　  県西牟婁総合庁舎内
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◇この情報はインターネットでもご覧いただけます◇ http://www.wcac.jp/
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県やお住まいの市町村の消費生活相談窓口
などをご案内します。
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一人で悩まず相談しましょう
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　明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていましたが、民法が改正
され、2022年４月成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。世界的にも成年年齢を18歳とするのが主
流になっています。

親の同意を得なくても自分の意志で様々な契約ができるよ
うになります。例えば、携帯電話を契約する、賃貸アパー
トの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商
品を購入する時にローンを組むといった行為が、一人で出
来るようになります。
10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法
書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできる
ようになります。
また、女性が結婚できる年齢は16歳から18歳に引き上げ
られ、男女ともに18歳以上で結婚できるようになります。

２０２２年４月１日から
成年年齢は18歳に！！

成年年齢の引き下げによって何が変わる？

成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公
営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳で
す。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、
現状維持となっています。

成年年齢が引き下げになっても変わらないのは？

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契
約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験
に乏しく、未成年者取消権がなくなったばかりの成年を狙いうちに
する悪質業者もいます。困った時、おかしいなと思った時には、消
費者ホットラインなどに相談してください。

成年に達して一人で契約する際に注意することは？

消費者ホットライン

188

公民館・婦人会・老人クラブ・学校・PTA行事等で開催される学習会、講演会などに講師を派遣し、暮
らしに身近なおかね・金融に関する情報をわかりやすくお伝えします。
御希望の方は、お気軽に事務局まで、お問い合わせください。

和歌山県金融広報委員会からのお知らせ和歌山県金融広報委員会からのお知らせ和歌山県金融広報委員会からのお知らせ
●金融広報アドバイザー（講師）を無料で派遣します！

【事務局】和歌山県金融広報委員会（和歌山県消費生活センター内）
〒640-8319　和歌山市手平２丁目１－２　県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８階
　　　　　　　TEL 073－426－0298　FAX 073－433－3904
　　　　　　　http://www.wakayama-kinkoui.jp/

（注）営利目的のセミナーや参加費有料の講座等への派遣はできません。また資産運用、年金、保険等の個別の御相談には対応しておりません。

随時（平日、休日問いません。） 

１時間～１時間30分程度  

原則10人以上  

開催の１ヶ月前まで  

一切不要（謝礼及び交通費は当委員会が負担）

※会場は、申込者側で御用意ください。
※講師の都合により、御希望に添えない場合が
　ございます。

◇ ライフプラン（生活設計）の立て方

◇ 無理なく無駄なく家計簿の見直し

◇ 知っておきたい公的年金・保険制度

◇ 親子で学ぶ おこづかいの使い方

◇ 子供の健全育成と金銭教育

◇ 悪質商法の手口と対処法

◇ キャッシュレス決済の仕組み

◇ 相続と遺言

◇ 成年後見制度の仕組みと活用　　など

実 施 時 期

講 演 時 間

参 加 人 数

申 込 時 期

講師派遣料 
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　冬は、春の新生活に向けて、部屋探しや引っ越しなどを
決める季節です。不安と期待でいっぱいのひとり暮らしを
始める人も多いのでは？さて、ひとり暮らしが初めての人
も、慣れている人も今一度注意点を確認してみましょう！

　日常生活には、多くの危険が潜んでいます。高齢になると、ちょっとしたことが大けがにつながる
場合があります。日ごろから注意することを紹介します。

体を動かしていますか？転倒の危険を避けるため、日常生活でこまめに体を動かし、
体力、注意力やバランス機能の維持を心がけるとともに、健康にも気をつけましょう！

　まずは、自分の希望条件（家賃、場所、広さ）を列挙し、情報収集を十分に行いましょう。

初めてひとり暮らしをする君へ

どんなところに
住もうかな…

部屋探しから退去まで

他社よりも安いと勧誘され契約したが、見積もりをとったところ最も高額であったのでキャンセル
をしたら、先に渡した段ボールを自己負担で送るように言われた

段ボールの返送に関する費用については、引越約款に定めがないことから、双方での話合いになり
ます。段ボールの費用については予め確認しておきましょう。

引っ越しの注意点

申し込み
キズ、汚れ、シミ、

カビ等の確認

日付入り写真（不動産

会社または貸主の立ち

会い）

契　約

善管注意義務*
・こまめな掃除

・大切に使用する

必要修繕箇所の
早期連絡

入居中

*社会通念上要求される程度の注意をして使用しなけ
　ればならない義務
**キズ等がある場合にその補修工事をするために負担
　する一定の費用

①退去の予告
　（申し入れ）

②物件状況

③原状回復費用**
　の確認・決定
④敷金精算・返還の
　確認

⑤部屋の
　明け渡し

退　去

よく聞くけれど、知ってる？？よく聞くけれど、知ってる？？
敷　金

礼　金

共益費

借主の家賃未払いや不注意による損害破損修繕費用や損害賠償担保に充てられる。

謝礼金として支払われ、返還されない。

共用部分（エントランス、廊下、階段、エレベーター）の清掃費、修繕費等に使う。

事例１

注意点

引っ越し作業中に荷物や床・壁などに傷をつけられた

引っ越し作業前の状態を写真などで記録しておき、作業終了後、問題がないか速やかに確認しま
しょう。時間が経つとどちらがつけた傷かわからなくなり、引っ越しによってついた傷であること
の証明が難しくなるため、できるだけ早く申し出ましょう。

事例１

注意点

契約前に必ずいくつかの運送業者の見積書を比較し、サービス内容等しっかり確認しましょう。

シニア世代のヒヤリハット・事故シニア世代のヒヤリハット・事故

○庭木の手入れをしようとして脚立から転落
○踏み台を使って高い所の物を取ろうとしてバランスを崩し転落
○自分の履いているスリッパのかかとを踏んで転倒
○掃除機のコードにつまずいて転倒

年齢とともに足腰やバランス感覚は衰えてきます。
○高い所の作業は注意しましょう。
○踏み台を使うような高い所に物を置かないようにしましょう。
○スリッパなどの履物は注意しましょう。
○つまずくような物は床に置かないようにしましょう。

脚立や踏み台からの転落やつまずいて転倒

アドバイス

考え事をしていて薬をシートごと飲み込んでしまい、のどにつ
まった。

PTP（プラスチックにアルミなどを張り付けた）包装の薬は、
１錠ずつ切り分けると誤飲を招きやすくなります。切り分けない
ようにしましょう。また、餅など粘りのある食品を食べる場合は、
小さく切りましょう。

誤飲・窒息事故

アドバイス

○火がついているコンロの奥の物を取ろうとして衣服に着火
○包丁を足元に落とし、つま先に刺さった
○熱い料理を入れた鍋をうっかり落とし、火傷した

○毛足の長いものやゆったりと垂れ下がったデザインの衣服は特
　に注意しましょう。
○包丁など鋭利な刃物や熱い物の入った鍋を扱う時は十分に注意
　をしましょう。
○調理器具を購入するとき、取っ手の握りやすい形状の鍋やスラ
　イサーの安全補助用具などユニバーサルデザインの商品を積極
　的に選びましょう。

台所での衣服の着火や調理器具によるけが

アドバイス

重要事項説明書で確認
（コピーをもらう）

①契約時に必要な費用

②設備
　（鍵、エアコン等）

③特約事項

④契約更新

⑤退去
　（解約条件）
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成年年齢は18歳に！！

成年年齢の引き下げによって何が変わる？

成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公
営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳で
す。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、
現状維持となっています。

成年年齢が引き下げになっても変わらないのは？

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契
約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験
に乏しく、未成年者取消権がなくなったばかりの成年を狙いうちに
する悪質業者もいます。困った時、おかしいなと思った時には、消
費者ホットラインなどに相談してください。

成年に達して一人で契約する際に注意することは？

消費者ホットライン
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公民館・婦人会・老人クラブ・学校・PTA行事等で開催される学習会、講演会などに講師を派遣し、暮
らしに身近なおかね・金融に関する情報をわかりやすくお伝えします。
御希望の方は、お気軽に事務局まで、お問い合わせください。

和歌山県金融広報委員会からのお知らせ和歌山県金融広報委員会からのお知らせ和歌山県金融広報委員会からのお知らせ
●金融広報アドバイザー（講師）を無料で派遣します！

【事務局】和歌山県金融広報委員会（和歌山県消費生活センター内）
〒640-8319　和歌山市手平２丁目１－２　県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８階
　　　　　　　TEL 073－426－0298　FAX 073－433－3904
　　　　　　　http://www.wakayama-kinkoui.jp/

（注）営利目的のセミナーや参加費有料の講座等への派遣はできません。また資産運用、年金、保険等の個別の御相談には対応しておりません。

随時（平日、休日問いません。） 

１時間～１時間30分程度  

原則10人以上  

開催の１ヶ月前まで  

一切不要（謝礼及び交通費は当委員会が負担）

※会場は、申込者側で御用意ください。
※講師の都合により、御希望に添えない場合が
　ございます。

◇ ライフプラン（生活設計）の立て方

◇ 無理なく無駄なく家計簿の見直し

◇ 知っておきたい公的年金・保険制度

◇ 親子で学ぶ おこづかいの使い方

◇ 子供の健全育成と金銭教育

◇ 悪質商法の手口と対処法

◇ キャッシュレス決済の仕組み

◇ 相続と遺言

◇ 成年後見制度の仕組みと活用　　など

実 施 時 期

講 演 時 間

参 加 人 数

申 込 時 期

講師派遣料 

そ の 他
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